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　日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対し、福祉サービスの
利用援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援することを目的とするもの。  

 
1．対象者 
　本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 
ア　判断能力が不十分な者（認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用す
るための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な者） 
イ　本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者 
 
2．援助内容 
ア　本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準とする。 
　ａ　福祉サービスの利用援助 
　ｂ　苦情解決制度の利用援助 
　ｃ　住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等 
 
イ　アに伴う援助の内容は、次に掲げるものを基準とする。 
　ａ　預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理（日常的金銭管理） 
　ｂ　定期的な訪問による生活変化の察知 
 
3．実施主体 
　本事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会である。 
　ただし、窓口業務は、利用者の利便性を考慮し、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会から委託を受けた市区
町村社会福祉協議会等（基幹的社協）が実施している。 
 
　（参考）平成21年3月末現在の実施体制 
　　基幹的社協　     683か所 
　　専門員　　　  1,102人 
　　生活支援員　11,860人 
 
4．実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考） 
 
【平成20年度　対象者別契約の状況】 

※　延べ相談件数は、事業内容等に関する問い合わせ、契約締結までの相談及び契約締結後の相談を含むものである。 

平成11年10月～平成12年3月 

平成12年度 

平成13年度 

平成14年度 

平成15年度 

平成16年度 

平成17年度 

平成18年度 

平成19年度 

平成20年度 

合　計 

13,007件 

42,504件 

106,676件 

159,688件 

231,898件 

298,084件 

402,965件 

530,871件 

708,432件 

879,523件 

3,373,607件 

     327件 

  1,687件 

  3,280件（対前年度比1.94倍） 

  4,631件（対前年度比1.41倍） 

  6,252件（対前年度比1.35倍） 

  6,488件（対前年度比1.04倍） 

  7,247件（対前年度比1.12倍） 

  7,626件（対前年度比1.05倍） 

  8,580件（対前年度比1.13倍） 

  9,142件（対前年度比1.07倍） 

55,258件 

延べ相談件数（※） 利用契約件数 

資料：全国社会福祉協議会調べ。 

契約件数 

構成比（％） 

対象者 
認知症高齢者 
など 

知的障害者 
など 

5,851 

64.0

1,249 

13.7

精神障害者 
など 

1,557 

17.0

その他 計 

485 

5.3

9,142 

100

うち生活保護 

3,286 

35.9

平成21年3月末の実利用者数 ― 29,212人 
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